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古瀬事務局長

本日は，お忙しい中， 日本裁判所書記官協議会のた

うございます。

ただ今から座談会を始めさせていただきます。開催

御挨拶申し上げます。

佐藤会長

本日は, この座談会に総務局から小野寺第言課長

事局から朝倉給与課長,永田参事官，情報政策課から

中尾参事官に御出席いただきました。

この座談会は, 日本裁判所書記官協議会に組織が

変わってから7回目となります。昨年は，東日本大

震災の影響で，中止となったのですが，座談会に代

えて日本書協からの質問にペーパーでお答えいただ

き，その結果を会報書記官28号に掲載させていただ

きました。改めて御礼申し上げます。

本日皆様方の御配慮により， 2年ぶりに座談会を

開催させていただく運びとなりましたことは，私ど

もとしては誠に喜ばしいことであります。皆様方に

日本裁判所書記官協議会のた

開催

この座談会に総務局から小野寺第一課長

めに御出席いただき， 誠にありがと

に当たり， 当協議会の佐藤会長から

I
,大須賀第二課長,植村第三課長,人
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会報書記官第32号

は，大変御多忙であるにもかかわらず，貴重な時間を割いて，再びこの座談会に御出席い

ただきましたことに感謝申し上げます。また，平素から日本書協の諸活動に御理解と多大

なお力添えをいただいておりますことにも， この機会をお借りして，厚くお礼申し上げま

す。

座談会の結果は，毎年， 7月に発行する会報書記官に掲載しているところですが，最高

裁の事務総局で取り組まれている各種施策について， わかりやすく， タイムリーにお話し

していただくことで，裁判所の抱える課題や施策等について， よく理解できるということ

でこの座談会の結果が掲載される7月号を心待ちにしているという会員の声もよく聞かれ

るところです。この座談会は，前身の全国裁判所書記官協議会時代を含めますと，既に40

年を超える歴史がある座談会であり， 日本書協の毎年の行事の中でも大変重要な企画と位

置づけております。私自身もかつて，若い頃, この座談会の結果を読み，田舎の遠い空か

ら，最高裁はこんなことをやっているのか，ふむふむと，多くのことを理解させていただ

いた記憶が蘇ってきます。毎年，ていねいに最新のお話をしていただいているところであ

り，各局における御負担も大変重いものとなっているのではないかと推察しております

が,会員の期待をお酌み取りいただき，今年も，是非,様々なお話をお伺いできればと思っ

ております。

さて，昨年の東日本大震災から既に1年以上経過しております。被災の大きさ，原発事

故等,その影響はまだまだ人々の心に大きく残っているところではありますが,各地から，

ようやく復興に向けた動きが伝わってくるようになったように思います6裁判所におきま

しては，事務総局において被災地との連携に意を用い，全面的に支援していただいたこと

や，各地の書記官等も含めて御尽力していただいた結果，裁判所機能が損なわれることな

く維持することができたのではないかと思っております。震災関連の事件動向がどうなる

か予断を許さないところではありますが，各地の書協会員のみなさんも被災地住民の方々

の立場で種々努力されているという話も伺っております。仙台高裁地区支部においては，

震災関連の書記官事務について座談会を開いていただいてお'り，そのような様子もいずれ

会報書記官で御紹介できるのではないかと思っております。 ’

裁判員制度については．現在3年目の検証の時期を迎えて，マスコミ上ではいろいろ取

り上げられております｡昨年の大法廷判決により，裁判員制度についての制度論は収まり，

裁判員制度を含めて，司法制度改革により実施された各種制度改革はウ現在，ある程度定

着して来ているのではないかと思います。これらの制度改革により書記官の職務分野が拡

大し，役割も拡大してきているところではありますが, ､書記官に関する各種の施策等を実

施していただくこと等にもより，概ねその役割を果たしてこれたのではないかと思われる

ところです。しかしながら，私ども，最高裁で上告記録等を見せていただいておりますと，

書記官の職務意識等に若干の不安を持たざるをえないような事務が見られるところもあり

ます。そのような状況の中で，全国の書記官事務の質を向上させていくために； 日本書協

~
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の本丸でもある実務研究を更に充実させて行くべく，現在，全国の高裁地区ごとに代表を

出していただいて，全国レベルでの共同実務研究を実施する方針のもとに，現在具体的な

枠組み作りと，テーマの選定等の作業に入っております｡最終的には総会において事業方
針を承認していただく必要があるのですが， 1月から3月に実施しました各高裁地区の支

部交流会では大枠について賛同をいただいたところです｡このような庁を超えて書記官が

共同で実務研究を行い，そのような研究結果を提供していくことで，書記官の職務意識を

向上させ,均質な共通の理解に立った書記官事務を行っていくことを少しでも実現してい‘
けたらと思っているところです。このような取組については，是非，皆様方の御支援を賜

りたいところでもあります。

また， 3月には，家庭裁判所の書記官により，家事事件手続法の施行を前にして，家裁

の窓口における当事者対応に関する書記官事務について意見交換を行いました。各地の書

記官のみなさんが， よく考えて当事者対応している様子について，予定時間をかなりオー

バーするほど，活発に意見交換をしていただき，心強く思ったところであります。

本日は，最高裁判所において書記官に関する施策を多く実施していただいている事務総

局各局課において，現在まさに実施されている，又は企画検討されている各種の施策等に

ついて,それこそホットなところをお聞かせいただければと思っております。日本書協の

会員数は最近若干減少してきておりますが，それでも8000人をちょっと下回るくらいで，

書記官の相当数が加入しているものと思っております。私どももこれらの書記官が,裁判

所が司法機能を適正迅速に果たしていく上で，裁判官と共にその役割を適切に果たし， よ

りよい書記官事務を行っでいくことができるよう，先ほど申し上げました共同実務研究を

始めとして,各種の事業を行っていきたいと考えております。 ，

本日は書記官の元気の出るお話を伺えることを楽しみにして開会のあいさつとさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

古瀬事務局長

これからの進行は，永井企画調査部長にお願いし
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1~勇1 東日本大震災への対応状況について

ノ

災害時における事件の進行と書記官事務

永井企画調査部長

東日本大震災から1年あまりが経過しましたが，

現在の状況はいかがでしょうか｡
（ ・

小野寺総務局第一課長

東日本大震災の発生から1年あまりが経過しました。

被災後の厳しい状況の中，被災庁の職員をはじめ

1
1

凸

1
． I

1
小野寺総務局第一課長
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会報書記官第32号

とする関係職員の懸命の努力によって，事務移転を行っている福島富岡簡裁を除き，概ね

従前の事務処理態勢を回復させることができました。

被災庁における発災後の事件処理については，被災地のライフラインの復旧状況，公共

交通機関の復旧状況等を見極めながら，裁判体において，期日の延期，変更等の要否を速

やかに判断し，かつ，書記官におい’て必要な事務処理を迅速に行うなどして，刻々と変わ

る状況に適切に対応してきました。

また，被災地における事件動向としては，人口の流出や経済活動の回復状況を反映して

か，民事関係事件が大幅に減少している一方，身分関係,相続あるいは後見関係の家庭裁

判所関係事件は増加しています。このような動向を踏まえ，震災に関連する法的紛争を抱

えた被災者への対応の一環として，地家裁の各種裁判手続の窓口を一本化するなどの取組

も行われました。 、

最高裁判所としても，震災発生後，事件処理ホットラインの設置東日本大震災に関す

る事件処理のQ&Aの配布等を行い' "被災庁における事件処理の支援に努めてきたほか，

被災者支援策の一環として行われた，東日本大震災により債務超過となった法人に対する

破産手続開始決定の留保（※1)，同震災に起因する民事紛争に関する調停申立手数料の

納付免除（※2)，相続放棄申述期間の延長(※3)，東日本大震災関連義援金等への差押

禁止（※4）を内容とする立法措置等への対応として，その都度，法律の内容等について

周知を図るとともに，参考資料として「民事調停事件の受付事務等Q&A」を配布する

などしました。

※1「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべ

き措置の指定に関する政令」（3月13日施行）

※2「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべ

き措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」 （6月1日施行）

※3「東日本大震災に伴う相続の承認又は放棄をすべき期間に係る民法の特例に関する法律」 （6

月21日施行）

※4「東日本大震災関連義援金に係る差押禁止等に関する法律」（8月30日施行）

「災害弔慰金の支給等に関する法律及び被災者生活再建支援法の一部を改正する法律」（8月

30日施行）

今後とも，裁判所全体が被災地における事件等の動きを注視し，適切かつ機動的に対応

していくことが求められていると考えています。

佐藤会長
′ ｛

被災地を抱える裁判所に対する態勢整備等でお話いただけることはありますか。
大須賀総務局第二課長 一

被害の大きかった沿岸部に所在する庁を中心に，書記官等の増配置を行ったほか，震災

対応窓口の設置や窓口のワンストップ化のように，当事者の利便性を図る措置をとりまし
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最高裁総務局・人事局・情報政策課との座談会

た。今後とも事件動向等を注視しながら，必要な態勢整備に努めたいと考えています。

2分野ごとの書記官事務の状況等について

（1）民事°行政関係

ア最近の民事事件の動向，害記官事務の状況等について

永井企画調査部長 ､

最近の民事事件の動向,書記官事務の状況についてお聞かせ下さい｡

、 （ｱ)ゞ最近の民事事件の動向

小野寺総務局第一課長

最近の民事事件の事件数の動向について，平成23年の全国の新受件数は，全体として平

成22年に引き続き減少しています。

近年増加傾向にあった地方裁判所の訴訟事件（21万2597件，前年比一約11％）及び簡裁

の訴訟事件（54万0932件,前年比一約10.6％）は,平成21年をピークに減少に転じたと言っ

てよい状況にあるものと思われます。一方で，平成22年に大きく増加した簡裁及び地裁の

控訴提起事件は，平成23年も簡裁の控訴提起事件（1万3727件，前年比一約0.1％）及び

地裁の控訴提起事件（1万7259件，前年比一約3.4％）ともに高水準のままほぼ横ばいで

推移しています｡この点については，地方裁判所の訴訟事件及び簡裁の訴訟事件ともに，

事件種類として「金銭のその他」の件数が減少し，控訴事件の事件種類としては「金銭の

その他」が高い割合を占めていることから, ､訴訟事件の増加の大きな要因であった過払金

返還請求事件が終息に向かいつつあり，その上で，過払金返還請求事件の判決に対して控

訴が提起されている傾向にあることが窺われます｡

また，平成22年に減少に転じた不動産執行事件（4万3596件，前年比一約15％)‘，近年

減少傾向にある債権執行事件(11万1500件，前年比一約3.3％)，破産事件(11万0449件，

前年比-約15.9%),通常再生事件(327件,前年比一約6％),個人再生事件（1万4262件，

前年比-約254%),保全事件（1万6771件,前年曙-純6%)及び簡裁の特定調停事件
(1万1351件.前年比一約59.8％）は引き続き減少しています。さらに,平成20年にピー

．）

クを迎え，その後ほぼ横ばいで推移していた配偶者暴力保護命令事件（2741件，前年比一

約11.5％）も減少に転じたように見受けられます。

このように，全体的に事件数が減少している中で，非正規労働者の増加等雇用形態の変

化や経済.雇用情勢の悪化による個別労働紛争の増加を背景として,労働審判事件(3586

件，前年比十約6.3％）は制度創設以来増加している状況にあります。

なお，東日本大震災の影響により仙台高裁管内の事件数が減少しているところｳ復興ま

での期間力堰引けば，経済状況の悪化に伴い，破産事件をはじめとする倒産事件が増加す

る可能性もあります。また，現在， ［原子力損害賠償紛争解決センター」において解決が

図られている福島第一・第二原子力発電所事故に関する紛争についても，状況を注視する
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会報書記官第32号

必要があります。

(ｲ）書記官事務の状況等

植村総務局第三課長

書記官事務に関するトピックとして，平成23年5

月25日に新しい非訟事件手続法（平成23年法律第51

号）が公布され，早げれぱ平成25年1月1日に施行

が至定されていることがあげられます。具体的な運

用等についでは,新たに制定される非訟事件手続規

則で定められますが，今後， この規則についての逐

条解説が最高裁判所事務総局から示される予定です。
／ ‘

また，非訟事件手続法及び整備法の施行に伴い，規

程.通達等も改正される予定ですので，執務に当たっ

ては， これらの点にも留意してください。
、 ノ 。 ． 、

、
、
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そのほか，平成24年度民事実務（訴訟）研究会が 植村総務局第三課長

｢民事立会部における書記官事務について」という

テーマで実施されました。裁判所職員総合研修所単独実施部分では，民事立会部における

書記官事務の現状認識とこれに基づく問題意識について，司法研修所との合同実施部分で

は,裁判官と書記官の協働に向けた考え方について,それぞれ研究員による率直な意見交
換や討議が行われました。

また，裁判所職員総合研修所における平成23年度書記官実務研究が「破産事件における

書記官事務の研究一管財事件を中心にして－1」（仮称) というテーマで行われ’法人管財

事件を中心に， 申立てから終局までの書記官事務の根拠を示しながら，書記官による進行

管理事務等について，事務処理の選択肢や実務上問題となる点が取り上げられました。こ

の研究の成果ば;今後,書記官実務研究報告書第9号として各庁に配布される予定です。

破産事件の専門部や集中部を持たない庁の実務に利用されることを主眼に置きつつも，破

産手続が訴訟手続に与える影響や牽連破産等，訴訟事件や他の倒産事件を担当している書

記官に参考となる事項も含まれているなど，実務書としての汎用性を備えたものとなって
！‘

いますので,庁の規模に関係なく参考になるものと思われます。

なお，平成24年1月24日から26日まで裁判所職員総合研修所において開催された民事実

務研究会では，個人倒産手続の運用上及び処理態勢上の問題点を素材とした書記官事務に

関する討議がされ,東日本大震災による倒産手続上の問題についても検討がされました。

佐藤会長

民事実務研究会について，特徴的なことは何かありましたか。

植村総務局第三課長

司法研修所との合同実施部分においては，期日間準備事務弁論準備手続期日の立会事
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